
1/3 

○飯能市社会福祉法人設立認可指導要綱 

平成25年３月29日 

告示第129号 

（趣旨） 

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第31条第１項及び第32

条の規定に基づく社会福祉法人（以下「法人」という。）の設立の認可（以下「設立認可」

という。）に必要な手続等について、必要な事項を定めるものとする。 

（事業主の責務） 

第２条 法人の設立認可の申請を行おうとするもの（以下「事業主」という。）は、関係法

令等の趣旨を十分理解し、市民の福祉の増進に寄与するため、この要綱の規定を遵守しな

ければならない。 

（事前相談） 

第３条 事業主は、次条に定める事前協議の手続を円滑に行うため、法人が行おうとする事

業の内容、開始時期、施設整備の有無、国又は県の施設整備補助金の有無等の必要な事項

について、あらかじめ市長に相談しなければならない。 

２ 事業主は、法人の設立の必要性及び目的、法人が行おうとする事業の種類等について、

市の関連する計画、施設の整備計画等を踏まえて相談を行うものとする。 

（事前協議） 

第４条 第３条に規定する事前相談を行った事業主は、関係法令を遵守して法人の設立に必

要な事項について改めて市長と協議しなければならない。 

２ 前項の規定により、事前協議を行う場合は、社会福祉法人設立認可協議書（別記様式）

に必要な書類等（以下「協議書等」という。）を添付して市長に提出しなければならない。 

３ 前項に規定する協議書等は、市長が定める期日までに、設立しようとする法人を所管す

る部署に提出するものとする。 

（外部機関への調査委託） 

第５条 市長は、事業主が法人を運営する能力があるか審査する際に必要があると認めると

きは、弁護士、公認会計士等に依頼して調査し、判断するものとする。 

（審査会） 

第６条 市長は、第４条に定める協議書等を受理したときは、飯能市社会福祉法人設立認可

審査会（以下「審査会」という。）に付議し、審査を行うものとする。 

（審査結果の報告） 
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第７条 市長は、事前協議の審査の結果が出たときは、速やかに事業主に通知するものとす

る。 

（設立認可申請） 

第８条 事業主は、市長が法人の設立を承認した場合は、市長が定める期日までに、法に基

づく手続等を行うものとする。 

（取下げ） 

第９条 事業主は、第４条に定める事前協議又は法に基づく手続等の申請を取下げるときは、

市長に取下書を提出しなければならない。 

（設立登記） 

第10条 事業主は、市長が社会福祉法人の設立を認可した場合には、速やかに社会福祉法人

の設立登記をしなければならない。 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 
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別記様式（第４条関係） 

 


